
 
 

一
 一
 

第
二
一
 

四 

一
四
頁
 

都 
道 
府 
県 
の 

地 
域 
生 
乎舌 

支 
援 
事 
業 

専 日 入 と ヰま 

常 を 又 き 6 

生 保 両 市 地 は （ 市 補 
  

活 写 町 打 域 修 障 町 装 療 両 基 準該 用具 する 村が 村の 生活 現 に 害等 村 は 具賀 養文 町村 

の と 行 地 文 要 文 、 の 援 は 当 
給 と う 域 援 し は 障 支 の 療 
付 0  車 上 事 た そ 書 絵 う 療 毒麦 

又 は 業 活 業 費 の 者 ち 奏 文 
ヰま 、 と 支 朋 世 尊 医 支 援 
貸 障 し 援 に 帯 の 療 援 医 
写 書 て 事 つ 員 障 りし キア 」 療 

  者   業 い の 害 要 係 費 

手 筈 障 て 所 の す る の 
話 の 害 そ尋 状 る 支 文 
通 権 者 補 が 態 八ロ 賀 が山 ム 糸八 、 口 

訳 利 や 叫ゴ 才。 二 政 か 用 決 
者 の 障 具 合 ら 

費 で み 
に 定 
っ に 等 擁 害 

の 護 言         を 定 て い 係   支 め て る 

遣 た 保 給 る 補   健 " 早 

事 め 護 す 基 装 碁 客 

業 に 者 る 革 具 桂一寸 め 一寸 心 
准 看     

を 要 か と 上 騰 当 
  

定 な ら 。 で 入 療 基 
め 援 の あ 又 養 準 
る 月 九 本目 ろ は 支 談 こ を と 巾僅萎 ぎ 援 
と ノ YT ー に き 理 医 施 

。 う 応 な む 療 設 

事 じ 除 必 、 等 費 
業 必 く 要 む か 

  要 と ） 支 ら 

核 な す 給 療 
主日動 ト l ほ ろ す 養 
を 報   者 る 支 

支 の 当 で 援 こ 

援 提 
ある 該補 

と を 
す 供 受 
る 及 装 と @ @ Ⅰ ヰ 

事 び 一 / Ⅱ 該船 日 た 

功一 業、   
の め 

  
と 

口 貝黄 る き 



第   
  

]. 上 

る 施 
こ 国 設 

と 
  

が 都 
で 道 
き 府 
る 県 
も 及 
の び 
と 市 
す 町 
る 十寸   
と 外 

。 の 

者 
は 

社 
ム 
ム福 

祉 
ま @ ミ 

の 

定 
め 
る 
と 
  
  
ろ 
Ⅰ て @@ 

よ 
り 

挺 。 早 
山主 口 

者 
支 
援 
施 
ミノⅠ 
口ス 

を 
- 一 一 頁 什 医 

匿 す 

  四 
2 Ⅰ・ エ と 若 

と う 支 事 事 。 し 考ほ 

。 厚 こ 暖 国 業 業 く 道 
生 と 事 及 及 は 府 
労 が 業 び び 和 泉 
働 で   都 施 談 が 

大 き 移 道 - 一 一 双 @ ア Ⅰ し 文 ノ 寸下 一 

臣 る 載 荷 援 う 

は こ 文 具 を 事 
、 と 援 隊 操 業 

地 と 事 外 ィ共 と 

成 す 業 の す し 

、 括 る   者 ま 地域 動支こと ｜ 

る 者 て 、 
又 障 

援 。 活 あ は 害 
セ 動 ら 

ン 支 か 福祉 これ 

タ 援 じ ら サ 
  セ め の   

ン 者 ビ 

福 タ 都 ヰ 」 ス 

祉 @  通 文才 又 
ホ   し は 
  経 県 必 相 
ム 要 談 

等   な 支 
の る に 援 指 

- 一 一 向 、 ス グ ， 事 届 尊 め 

備 業 け を 質 
及 友 田 ノ YT ー の 
び び て う 向 
運 

  
福 若 上 

営 祉 障 を の 
ホ 害 

Ⅰ し ため 育成 

つ 福 
ひ ム 祉 す に 
て を サ る 

  
経 l 事 障 

基 営 ビ 葉 書 
準 す ス 福 等 
を る 事 を 祉 
定 定 サ 

め   め   

る を 相 る ビ 
  行 談 
  こ ス 一

五
頁
 



一   
" 一 

一   
が弔 

" 一 五 

  
  
/ Ⅰ 

頁 

な 乱 三口 Ⅱ な 制 備 2 

面 見 郡 部 量 の 両 市 し 厚 基 障 
を 地 道 道 の 確 町 打 、 生 木 害 厚 
定 か 府 荷 見 保 村 村 自 党 指 福 生 
め ら 貝 原 込 に は 障 並 樹 針 祉 労 

る   は 障 み 関 書 吏 人 計 働 
， 、 --  檸 " 早 害 等 す 基 福 援 臣 画 人 
と 害 基 福 を る 本 社 給 は   臣 

。 福 本 社 定 計 指 計 付 ヰま 

そ 祉 指 計 め 画 計 画 筆 陣 
の サ 計 画 る な に の 害 障 

こ ス土 ミ 只口 円 福 被切 吹亦 ll ｜ 山主 口 

、 ビ 即 と め し 滑 祉 者 
都 ス し 。 る て 

  
な サ 支 

清 迫   て   実 l 援   障 と 施 ビ 施 
県 生首 を ス - 一 一 旦医 一 几   そ 福 確 等 の 

定 授 付 の ネ止 保 並 
め 及 障 す び 
る び 害 サ 傍衣亦 ー 、 る に 

設備 

及 

区 部 福 各 ビ 面 た び 
坂 道 祉 年 ス め 町 運     の 村 営 

と 県 画 お 相 基 及 Ⅰ ， ヒ @@ 

の の の 本 び つ 

各 地 達   的 都 い 

年 域 成 指 援 な 道 て 

定 文 オ旨 府     

に % き 資 障 び 針 県 基 
ぉ 交 す を の 準 

け 援 る 両町 書幅 定 地 を 
る 事 た 祉 村 め 域 定 
指 業 め サ の る 土 め 

定 め   地 こ 、 f 舌 る 

障 提 各 ビ 域 と 支 
  
  

害 供 市 ス 生 。 援 と 

福 体 町 告睾 、 7 音 事 
祉 制 村 の 支 業 
サ の を 種 援 の 

@  確 通 類 事 提 
ビ 保 ず ご、 業 供 、 

ス は ろ と の 体 
の 関 広 の 提 Ⅱ 帝 

種 す 域   を 
類 る 古句 要 件 整 



テ "   
  

と 

の 
必、 

要 
な 
且 
里 
の 

見 
入 込 、 

み 

各 
年 
  
の 

オ ヒ 日 

定 
樺 " 早 
七生口 

者 
支 
援 
施 
- 一 一 一Ⅰ 几 医 
の 
必 

要 
入 
所 
定 
由 
貝 
総 
数 
等 
を 
定 
め 
る 
  
  
と 

一 
一 で べ 

一   
第 上 

一 / Ⅰ 

Ⅰ l Ⅰ 2 ⅠⅠ 

(1) 国 (2) (1) 都 賀 

国 の 都 土 定 き 都 道 用 
障 は 負 道 市 正 め も 市 道 府 
土圭 口 、 担 楠 町 る る の 町 府 県 
福 吹 皮 泉 村 乗 と と 柑 果 の 
祉 に び は が じ こ し が は 負 
サ 掲 補 、 丈 て る て 支 

  
ま日 一 

  げ 坊 市 井 得 に 当 弁 市 政 
ビ る 町 す た ょ 該 す 町 び 
ス も 村 る 領 り 給 る 木す ネ南 

費 の 0  目 算 付 随 が 助 
尊 む 地 士 定 を 書 吏 
負 負 成 文 弁 し 愛 福 

坦 坦 生 援 た け 祉 す 
対 す   額 た サ る 

象 る 吏 僚 （ 障 @  費 
額 も 授 賞 以 害 ビ 用 
の の 事 等 下 着 ス に 
百 と 業 及 等 に っ 
介 す に び 障 の 係 い 
め る 要 補 害 障 る て 

す 装 八口 拓佃 生口 承 五 こ 

十 と 

具費 る費 

    
用 の   区 要 掲 
に 百 ビ 介 す げ 
つ 分 ス ご る る 

い の 費 と 費 も 

て 補十 三 

等 の 用 の 

負 人 の を 

助 五 担 数 ぅ 負 
す 対 そ ち 担 
る 
  

象 の   す 
  額 他 国 る 

と 
」 

の 及 も 
コ カ 。 と 事 び の 
で い 晴 都 と 

き う な 道 す 
る 。 勘 府 る 
  ） 
  実 果 こ 

と に し が と 

百 て 負 
  

令 政 担 
の 令 す 

セ
頁
 



""" 一 一 
一 

第 第 
/ Ⅰ セ 

  

/ Ⅰ 

頁 

ら る 2 

第 公 施 こ 施 こ 分 番 (2)  (1) (3)  (2) 
二 布 行 の 待 と 護 査 国 
の 日 す 法 則 が 給 
  

両 市 は 都 市 
る 往 日 で付 - 一 圭 一 求 - 。 日 町打 、 道 打 

（ 第 こ は き 費 村 林 次 肘 材 
白 丸 と る 等 及 が に 県 が 、 

立 の 。 平 も は び 行 掲 が 支 
  成 の 関 都 ぅ げ 支 弁 

三友 支援 十 と す 道 文 る 弁 す   / Ⅰ す る   
療 第 年 

  
る 処 
  

果 決 め る 自 

賢 士   
  

分 の 定 を 自 立 
Ⅰ ， く @@   月 と に 

  
地 に 補 立 文 

係 の 。 不 域 係 助 支 援 
る 五 日 月氏 

が 、 

生 る す 援 医 
か 

部分 縮相 活 事 る 医 療 
ら あ 吏 務 こ 療 費 

は 神 施 る 援 の と 費 等 
限 分 ノ 了了 -- 障 事 処 が の 及 
る 裂 す 

古生ロ上首 

葉 理 で 百 び   ） る に 等 き 分 補 
の 又 要 は る の 装 

  呼 た 」 ヰま 

第 称 亡 。 Ⅰ 。   障 
し   変 生口   

の 更 
  

｜日几 用 賀 百 

一 一 l, し   の 用 分 
の 係 ヰ 」 保 の 

Ⅰ る 掲 - - - - 冊 隻 五 
か 部 ナ ｜ 者 十 
8  分 る は 

事 4 に 
ま 眼 項 都 
で る ヰま 清 人正二 

）   
第 そ 県 
上 
/ Ⅰ れ り 」 

の 
  

ぞ 対 メ、 

れ 
の に し審 

Ⅰ l 上 定 査 
の め 
(2) る 請求 

並 日 を 
び か す 



一
九
頁
 

三
 
平
成
十
八
年
十
月
一
日
 

第
九
経
過
措
置
に
関
す
る
事
項
 

に
 二
の
Ⅰ
の
㈹
及
び
㈹
（
自
立
支
援
 医
療
費
に
係
る
部
分
 

限
る
。
）
、
第
十
の
 
一
 、
第
十
一
の
 一
 並
び
に
第
十
二
の
 

三
 
第
二
の
 一
 （
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
 画
 作
成
費
、
療
養
支
援
 

に
 係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
の
 一
一
の
 
3
 の
㈹
の
 ア
 
（
 

括
 支
援
、
共
同
生
活
介
護
及
び
施
設
 入
所
支
援
の
部
分
に
 

続
 支
援
の
部
分
に
限
る
。
）
 
、
 4
 の
 ㈲
 、
 ㈹
及
び
㈲
並
び
 

直
 者
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者
に
 係
る
部
分
に
限
る
。
 

害
 福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
係
る
部
 分
を
除
く
。
）
、
第
五
 

装
具
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
 に
 2
 、
ニ
の
 1
 の
㈹
 

）
及
び
 2
 の
㈹
、
第
九
の
 
一
 （
施
設
 訓
練
等
支
援
 費
 の
 支
 

第
十
一
の
三
及
び
 凹
 ま
で
、
策
士
 一
の
 
四
 
（
精
神
障
害
者
 

  ） 
社 給 
ヱ "' 限 医療 療決 ｜ （ 第 世 に 5 限る 重度 

-L 

役 宅 養 ハ び の 
。 訪 費 平 る 

リ ヨ 市 結 文 の に (2) 
  

閉 戸   成 
  

施 に 援 一 (6) 、 灰 分 墓 十 
） 

  (3)  び 護 準 七     

      イ ほ ろ 療 i   諫 早 第 
関 部 費 の の (4)  （ 療 生 十 九 
す 令 尊 ㈲ 5  度 自 養 療 月 の 
る に 波 及 及 び 立 支 泰 一 

  

事 限 び び び (5)  訓 撰 文 通 （ 

上衣 斗 

練   援 山口 

l, し ） 
  ユ Ⅰ 上 " : 

限   支 
る 並 費 養 に 障 芳 文 質 援 

。 び に 支 四 書 移 暖 波 
） 

  
に 係 援   者 ノ TT ー   び 療 

並 二 る 医 策 文 文 車 補   費 
び 療部 ｜ 与し 第 Z 分 費   設 男千 １ 等 策 ：ほ 

る 

十 の 眼 皮 四 等 就 者 の 

具費 施 及び 障害 

    
部 

  の 方 等 支 分 三 る び （ 
の 

  
。 補 障 投 網 色 絵 ｜ 



    

  
  
  
頁 

  
2 Ⅰ・ 山 

受 
あ 害 =  旧 旧 ま け 施 旧 

給 行書 随 平っ福 一 月 見 平法 たて行法 
  い の に 施設 質 自 を 者等 成十 たも 社 サ 三十 体 障 成 十 る 際基 

支 が 八 の   
  書 几 に 支 障 に づ 

糸八 、 口 、 年 と ビ 日 者 年 関 文 書 く 
す 1  十 み ス ま 福 士 す 援 者 親 愛 
る の 児 な と で 祉 月 る 医 等 に 給 
こ 旧 一 す み の 浩 一 経 療 に 旧 者 
と 鼻 口 こ な 回 文 目 過 賞 っ 身 に 

と 体 か と し で は に 措 に い 休 閑 
し 障 ら と 、 故 旧 お 直 孫 て 障 す 

ム 善 平 す 当 下 知 ぃ る は 寄 る 

そ 孝 成 る 該   で 的 て 支 、 看 経 
こ 施 定 障 現 括佃 ぶ 小 推 八口 同 過 

の 領生十 東一 と設め 害に 諸 口 祉 措 
は 援 四 ほ ろ 昔 在 定 に 法 置 

  護 年 っ 日 福 す ｜ 等 
別 施 三 い の 祉 る っ 介 に 
Ⅰ ア 」 設 月 て 前 法 身 い 護 基   は 日 に 体 て 給 づ 
生 か 十 ま 基 嘩 " 早 

平 で づ 害 
も 付 き 

同 質 労 ら 一 

巾動 サ 日 成 の く 者 様 寄 居 
大 l ま 十 間 指 更 の の 宅 
臣 ビ で 人 は 宝 生 収 支 生 
が ス の 年 援 を 

土 圭 愛 護 
扱 総 括 

天目 を 目 ぃ 決 支 
め 受 で 月 - 一己 七 次 

  
け 施 

施 て き 口医 几 
と 定 援 

る け 政 す を 費 
基 た 合 国 設 い 又 る 支 文 
準 と で に で る は こ け は 

に き 定 指 行 施 知 
定 わ 設 

と た 施 
よ は め 的 

  も 設 

り る 障 れ に 障 の 訓 
算 三 当 日 

" 与 
告 る つ 害 と 練   者 サ ぃ 者 み 等 

し 費 で 支 l て 援 
援 ビ は 護 

な 支 
た 用 の す 援 
額 に 間 施 ス   施 

云几 

こ 費 
の っ は - 一 頁 - ァ ス 。 』 ヤ， し 半 日区 と の 

百 い 
  

等 っ 成 で と 支 
分 て 支 の い 二 あ す 給 
の 糸倉 、 口 指 て 十 っ る 決 

定 は 四 て こ 定 決定 九十 介護 が 障 年 と を 



    第 
" 一 十 

一   一 

児童 居宅 自立 育成 

主 文 園 福 
活 援 療 祉 
支 医 に 、 法 
援 療 関 の 

費 費 す 一 に の る 部 
関 現 車 改 
す 定 項 正 
る の 
事 施 
項 ノ 了了 - ー 

に 
ィ半 

レ Ⅱ 

  

  

朕 円ヰ 

医 
療 
ヰ 」 

係 
る 

規 
定 
を 
。Ⅱ 肖 ， 
除 
す 
る 
  
  
と 

  
2 Ⅰ 上 3 

  い そ 基 ｜ 
と こ て こ 施 の づ 平 和 

。 の も の 行 他 き 成 当 

決 行 法 の 
律 ぅ 待 た する 施設 十八 

ヤ ・ こ を め 訓 年 額 
規 と 施 に 練 土 と 

定 が 行 路 等 月 す 
す で す 要 文 一 る 
る き る な 援 日 

  
    費 に と 

の こ ろ 備 な お 
の と の 愛 い 
ほ と 必 け て 
か す 要 て 

、 る な 
  

し Ⅰ ⅠⅠ 

  こ 指 た の 
の と 定 キ隼 l 日 

法 。 の に 身 
律 手 つ 体 
の 続 ぃ 障 
施 て 害 
ズ Ⅰ -- 丁 障 の 者 
に 生口 経 史 
ィ半 福 過 生 
い @h 措 援 

  
必、 十 置 護 
要 画 を 施 
な 

の策 

定 設 
経 め 等 
局 廻 、 定 る に 
措 そ こ 入 
置 の と 所 
は 他 と し 

政 の す 
  

ム 
T ノ YT - る 旧 
で 為 こ 身 
定 ヰま と 体 
め 障 
る 施 
  

生 - 口 

  ノ TT ー 者 
と 日 コ - 福 
と 日 li 祉 
す Ⅰ ， く Ie 法 
る お 等 

Ⅰ し 

  
  
  

頁 



一 一 

2 

び 
運 指 指 
営 定 定 
に 知 知 
関 釣 的 
す 陣 陣 

" ム 
る 書 音 

l 日 基 児 几 
華 瓶 施 

  舌几 

- 一 一口沢 - 円 口 床 

指 等 等 
定 め の 指 
故 宅 
乎 手当 サま 

し 
  

筆 舌 Ⅰ 几 瞑 

に 置 
つ 者 
い の 

て 申 

必、               
要 に 
な ょ 

事 り 

項 部 
を 道   
め 県 
る 知 
こ 事 
と が 
  ノ 寸 一 丁 

，フ 
  
  
と 

と 

し 
  

人 
1=1 

貝 

壬 fl@ 

収世傭 

及 

- 
ⅠⅠ 者 

(2) (1) Ⅰ 障 ， Ⅰ - 介 
に と 授 舌 口収 仕 護 障 害 係 
対 も 障 を 旧 る 給 

し に 害 受 亡 
て 県 ，つ 舌几 巨ス 等 を八口…     、 付 費 除 規 
る の 援 は 施 給 費 等 す 定 
特 功 の 

  め 訓医 % - 二 付 い 等 Ⅰ r てり 定 そ畢 費 檸 " 早   決 
人 の 周 書 肢 定 

施行関すこと 

前 状 の 児 体 に る 
  

巾し 

障 泥 負 腕 木 像   事 ヰ半 

害 そ 担 段 目 る 項 レ Ⅱ 日ロ ノ ー の カ 。、 糸 八口 白 障 
  

白土 口 居 児 著し他の食費 巳 行賞 施 ノ l 宅 
等 享 く る 設 が 生 
給 、 口 情 口 支 高 

    
、 f 舌 

付 を 額 給 童 部 支 
賛 し と す 症 道 援 
な ん な る 心 府 
設 酌 る こ 身 県 居 
け し 場 と 障 が 宅 
る て 合 害 指 生 
こ 厚 に す 児施 走 7 舌 

と 生 関 支 労 し -% 一 一 % 医 る 援 
働 

  
又 知 費 高 省 は 的 及 

全 額 障 オヒ 日 び 
で 障 定 書 居 
定 書 児施 医療 

宅 

児施 め 機 設 
生 

る Ⅴ 舌 

陽 - 一 一 百 几 又 
  

関房 支 
八 口 糸八 、 口 か 知 援 
に ィ 寸 8  目付 事 費 障 障 

生 口 生 口 
業 

当 を を   ケ行 

保 け 児通 児施 

言隻 る 

者 と 園 設 施 支 
う事 

業 
二
 二
頁
 



一   一 
一 第 
一 一 十 四 

身 者 
伸 介 身 に 今 后 宮 更 
障 護 体 保 護 毛 上 生 
書 絵 障 る 給 主 文 医 
者 行 客 焼 付 活 援 療 
更 賢 者 定 費 支 医 に 

土 筆 施 を 等 援 療 関 
施 政 談 

削 の 費 費 す 
設 び 交 際 視 に の る 

筆 陣 援 す 定 関 規 事 
に 害 に る の す 定 項 
係 者 関 こ 施 る の 

る 支 す と 行 事 施 
親 授 る Ⅰ ， て @@ ェ頁 ノ YT - ー 

定 腕 車 ィ半 Ⅰ ， て @@ 
を 設 項 い ィ半 

削 の 
  

レ Ⅱ 

居 除 規 
  

す 宝 宅 更 
る の 生 生 
こ 施 、 巧手 医 
と ノ TT - 支 療 

Ⅰ ， く @- 援 Ⅰ し 

伴 ィ系 

い 居 る 
  

宅 規 
身 生 定 
体 、 f 舌 を 
程 " 早 支 @ 肖 

古生口 援 除 
者 費 す 
施 及 る 

び 
  

設支 

  

居 と 

援 宅 
生 

施 Ⅴ 舌 

-/ 一 一 向 ス 、 @ 
  

支 
｜ @ 援 
練 事 

等支 

業 
を 

援 ケ行 

費及 う事 

び 業 

  
3 

そ 療 
鼻 の に 都 障 
体 他 係 道 書 児施 障害 所要 る陣 府県 

者 の 害 は 設 医 
福祉呪文改正 療 ホ 台 

法 を 援 付 費 
の 行 施 決 
  

，つ 設 定 部 こ を ヰ， し   
正 。 け る 

障た 
と g= 口 

き ち巳 

は が 
    

檸 "  早 オヒ 日 

害 定 ぬ 約 月 施 

設 障   
児 療費 施 
を 設 

文 華 

医 給す （ 
る 療 
こ 施 
と -% 一 口 一 一 医 

  
｜ 
限 
る 

） 

Ⅰ ， く I@ 

お 
い 

て 
  

、 f ム 口 

  
  
      
頁 



  
第 
十 五 四 

3 2 

ネ中 

市 病 都 任 
町 暁 通 意 
村 の 厨 人 
｜ 菅 原 院 
お 理 知 者 
け 者 事 の 
る に は 適 
十目 対   切 
談 し 条 な 

体   何 処   
の 状 定 め 

強 等 め 確 
化 の る 保 

報 と 
且 "   

  
求 に 

め ょ 

る り 
  
  
と 一 
が 定 

で の 

き 要 
る Y 年 
も を 
の 、 満 
と た 」 

す す 
る ィ壬 
  立 
  ， 目 、 

と 入 
。 院 冗 

者 
を 
入 
院 冗 
さ 
せ 

て 
レ Ⅰ 

る 

精 

Ⅰ ，土 

  
  

り む 精 そ 補 補 
、 を 一 緊 神 精 の 袈 裟 具に なその 得 定 の 念持 障害 神保 他所 具費 

適 い 要 に 者 健 要 の 関 

否 場 伴 お の 及 の 規 す 
を 合 を け 適 び 改 定 る 

判 に 満 る 切 情 正 の 事 
断 お た 入 な 神 を 施 項 
し い す 院 医 陸 行 行 

、 て 医 専 凍 害 う に 
  、 療 に 等 者 こ 伴 
定 精 機 係 の 裾 と い 
時 神 関 る 確 祉 
間 保 に ， 診 保 に 補 
を 健 お 察 に 関 上衣 斗 

眼 指 け の 関 す 旦   
り 走 る 持 す る Ⅰ ， ヒ @e 

大 医 医 倒 る 法   
院 以 療 指 事 律 る 

等 外 保 直 頃 の 
  

規 
を の 護 定 
さ 医 大 部 を 
せ 師 院 改 Ⅱ 肖 

る で 正 除 
こ あ 応 す 
と っ 急 る 
が て 入 

  
  

で 一 院 と 

き 定 等 
る の に 
も 要 係 
の 件 る 

と を 診 
す 浦 祭 
る た 」 ヰ， "- 
こ す っ 

と 者 き 

Ⅰ ， く @@ 

よ 緊 
る 急、 そ 診 
察 の 

に 他 
ょ や 二

四
頁
 



四 
      

一 
一 

  
  
五 

頁 

2 Ⅰ 上 

介 精 白 道 旨 も 医 健 
護 神 立 院 を 厚 改 の 精 精 療 福 市 町 ー 給付 障害 支援 医療 公表 生男 余 菩 とす 神医 神医 サ 祉 に 村 

る 療 療 ビ 関 は 令 尊 費等 者 居 医療 関 に する 働 大 こ 蕃客 スす 
の 宅 費 す こ 臣 に と 奄 奄 の る 精 
規 生 の る と 文 徳 ム 

百 会 提 相 神 
定 店 現 車 が は ね は の 供 談 障 
の 文 宗 項 で 都 な 、 委 主 導 害 
施 援 の き 道 い そ 貫 休 む 者 
行 事 施 る 府 精 の 構 に 行 の 
に 業 行 も 県 ネ中 合 成 対 福 ，フ 
ィ 羊 皮 に の 知 病 議 の す 精 祉 
ぃ び 伴 と 事 院 体 見 る 神 に 

、 精 い す は の   
精 神 

  
る 管 横 し 導 健 す 

神 障 通 等 情 理 成 臣と Ⅱ 旺 福 る 

障 害 院 の 神 者 す 督 祉 相 
言 者 医 措 病 に る 体 相 談 
者 社 療 直 焼 関 五 制 談 等 
居 合 は を の す 名 の 員 に 
宅 復 係 - - - - % 叢 管 る の 見 を 応 
生 帰 る ず 理 会 委 百 畳 じ 

活 施 規 
文 殻 

る 者 表 ロ貝 し く な 
定 こ が 制 を f, し こ け 

援 に を     姜 同 等 
関 と れ 

事 開 削 定 す が ば 
業 す 除 命 の の る で な 
反 る す 令 尊 

条件 

事 き ら 

び 事 る 尊 人 項 る な 
  

精 項   に の も い 
キ中 と 従 範 巳 の も 

確ヱ 早 わ 囲 と の 

生口 な 内 す と 

者 い で る す 
社 場 定 こ ろ 
@ ム 

口 め と と 

ム復 l, し る 
  

と 
帰施 

お   も 

し Ⅰ と Ⅰ ， く @@ 

て ハけ ⅠⅡ下ネ 至 

肌収 

@@v 
  

で 

  そ き 

る の る 

精神 

保 



三
 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
 ナ
 
」
と
。
 

第
十
四
関
係
法
律
の
一
部
改
正
に
 関
す
る
事
項
 

一
社
会
福
祉
法
の
一
部
改
正
 

陸
生
口
者
自
立
支
援
給
付
法
の
施
行
に
 伴
い
、
 

規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。
 

五
 
そ
の
他
精
神
分
裂
病
の
呼
称
を
 統
合
失
調
症
 

第
十
三
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
 
一
 部
 改
正
 

一
 
居
宅
生
活
支
援
 費
 に
関
す
る
事
 エ
百
 

へ
 
Ⅰ
 

介
護
給
付
費
等
の
規
定
の
施
行
に
伴
 い
、
 居
 

者
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。
 

三
 
知
的
障
害
者
施
設
支
援
に
関
す
 る
 事
項
 

介
護
給
付
費
等
及
び
障
害
者
支
援
 施
 設
等
の
 

び
 知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
に
係
る
 規
定
を
削
 社

会
 

へ
変
 

宇
土
 

規
定
 

除
す
 福

祉
事
業
と
し
て
、
障
害
者
支
援
 施
設
、
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
 等
 

二
六
頁
 

更
 す
る
等
所
要
の
改
正
を
行
 う
 こ
と
  
 

活
 支
援
、
居
宅
生
活
支
援
費
及
び
 居
 宝
生
活
支
援
事
業
を
行
 う
 事
業
 

の
 施
行
に
伴
い
、
知
的
陸
生
口
者
施
設
 支
援
、
施
設
訓
練
等
支
援
 費
及
 

る
こ
と
。
 



を
 経
営
す
る
事
業
、
障
害
福
祉
 サ
｜
 ビ
ス
事
業
を
加
え
る
こ
と
。
 

三
一
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
 
国
 民
 健
康
保
険
法
、
生
活
保
護
法
等
 関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
 行
う
こ
と
。
  

 




